
（自己負担額）（注）

⑵のうち生命保険や社会
保険（高額療養費など）
などで補てんされる金額

⑷のうち生命保険や社会
保険（高額療養費など）
などで補てんされる金額

（注）   医療費通知には前年支払分の医療費が記載されている場合がありますの
　　でご注意ください。
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（自己負担額）

（高額療養費など）

⑵のうち生命保険や社会
保険（高額療養費など）
などで補てんされる金額

（高額療養費など）

※
※　令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書を提出する場合は、原本に代えて電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面（電
　子証明等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。 ）を添付することができ
　ます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。　

※　医療費通知には前年支払分の医療費が記載されている場合がありますのでご注意ください。

⑷のうち生命保険や社会
保険（高額療養費など）
などで補てんされる金額


